
枠組壁工法構造用製材の日本農林規格
近く正式制定へ

　日本の住宅でも近年建築技術の変化により，北米で

行なわれているツーバイフォー工法が導入されてき

た。この工法は，木材寸法の簡略化，合理的な材料の

使用，施行期間の短縮，生産コストの低減化が期待さ

れる。そのため農林省ではこれに関する農林規格を新

たに制定し，品質性能の保証された材料の供給を図る

ことになった。規格は「枠組壁工法構造用製材の日本

農林規格」としているが，多少修正も考えられる。

　1．規格の概要

  1）基本的には北米の規格と共通の内容をもったも

のとする。（アメリカ WCLIBNo．16．カナダNLGA）

　2）規格の区分と定義

（1）枠組壁工法構造用製材

　　枠組壁工法建築物の構造耐力上主要な部分に使用

　する寸法加工をした針葉樹製材をいう。

（2）甲種枠組材

　　主として高い曲げ性能を必要とする枠組壁構造用

　製材をいい，特級、1～4級の5区分とする。

（3）乙種枠組材

　　甲種枠組材以外の枠組壁構造用製材をいう。コン

　ストラクショソ，スタンダード，ユーテリティの3

　等級に区分する。

（4）寸法加工

第1表　規定寸法と呼び名

　　厚さ及び幅の寸法をこの規格に定める許容誤差範

　囲内の精度に製材し，かつ材面をプレーナーがけ程

　度に平滑に加工することをいう。

　3）規定寸法と呼び名は第1表のとおりとする。な

お，未乾燥材及び乾燥材に区分する。

　4）表示事項と表示の方法

（1）樹種群の略号または樹種の一般名の記載は第2

表のとおりとする。

第2表  樹種群の略号と樹種グループの文字

（2）呼び名，未乾燥材及び乾燥材の呼び名を記載す

る。

（3）長さ，単位を明記して行なう。

（4）防腐処理，防腐処理表示したものには使用薬剤

の種類を合わせて記載する。

（5）製造業者または販売業者（輸入品は輸入業者の
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氏名または名称）。
　5）欠点の測定法については，北米の方法に準ず

る。
　なお，第3表に日本農林規格の案を掲載する。

第3表　 枠 粗 壁 工 法 構 造 用 製 材 の 日 本 農 林 規 格（案）


